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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱量に不確実性を有する加熱手段と、
　該加熱手段で加熱された熱を貯え、下部にタンク給水口、上部にタンク給湯口が設けら
れた貯湯タンクと、
　該タンク給湯口に連通し、該貯湯タンクより供給された湯水を必要に応じて加熱し、給
湯設備に温水を供給する燃料燃焼方式熱源機と、
　該タンク給湯口に連通し該燃料燃焼方式熱源機の排気部に設けられた排気部熱交換器
と、
　該燃料燃焼方式熱源機により加熱された温水を利用して外部の熱利用装置に該温水から
熱交換した熱媒体を供給する熱利用装置用熱交換器と、
　該燃料燃焼方式熱源機の出口側と該熱利用装置用熱交換器と循環ポンプと該燃料燃焼方
式熱源機の入り口側とを上記順に連通させた循環経路を有し、該排気部熱交換器の下流側
接続口を該循環ポンプの吸入側に接続したことを特徴とする温水器。
【請求項２】
　前記貯湯タンクのタンク給湯口と前記排気部熱交換器とを連通する管の途中に閉止機能
を有した流量調節弁を有することを特徴とする請求項１記載の温水器。
【請求項３】
　前記加熱手段が太陽熱を集熱した熱により温められた熱媒体を利用した加熱手段である
ことを特徴とする請求項１乃至請求項２記載の温水器。
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【請求項４】
前記加熱手段が発電ユニットの発電時に発生する熱で温められた液体を利用した加熱手段
であることを特徴とする請求項１乃至請求項２記載の温水器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電ユニットの発電時の熱や太陽熱等を利用した一日当たりの加熱量が不確
実な加熱手段を有した貯湯タンク方式の温水器であって、該加熱手段以外に補助熱源とし
て燃料燃焼方式熱源機と、該燃料燃焼方式熱源機の排気側に排気の潜熱も回収可能な排気
部熱交換器と、該燃料燃焼方式熱源機により暖房機や風呂追焚きのための熱を供給可能と
する熱利用装置用熱交換器とを有する温水器に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、この種の温水器の具体例としては、特許文献１に記載されたものがある。この温水
器はコージェネレーションシステムに関するものであり、発電ユニットの発電時に発生す
る熱を利用して貯湯タンク内の湯水を加熱している。発電時に発生する熱を利用するため
発電量によってその発生する熱量に増減が生じるため及び温水として利用するにはやや低
温である場合があるため別に補助熱源として熱源機を有している。熱源機は熱効率の向上
のため通常の顕熱による熱交換のみではなく、排気部に潜熱まで回収できる熱交換器を備
えている。また、この温水器には給湯機能だけでなく、暖房や追焚きにも使用できる機能
を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３２２０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の技術分野である一日当たりの加熱量が不確実な加熱手段、具体的には特許文献１
のようなコージェネレーションシステムにおける発電時の発電熱を利用する場合や、太陽
熱により加熱した温水を利用する場合においては、これを貯湯タンクに貯めて利用するの
が一般的である。しかし、コージェネレーションシステムの発電熱は発電時の副産物とし
ての発電熱の利用であるから一日当たりの発電時間の長さ（一日当たりの電力量）と、一
日当たり必要となる温水量（一日当たりの熱量）の関係が適正になるとは限らない。また
、太陽熱を利用する場合にも日射量は天候や季節により不安定なものとなる。よって、こ
れらの加熱手段の温水器の場合、補助熱源を一体又は別に設ける必要がある。
【０００５】
貯湯タンクの容量は一般家庭の一日の温水の使用量、一般的には２００から４００リット
ル程度を基準に選定されるが、コージェネレーションシステムの場合は一般家庭における
通常の発電時間から発生すると考えられる発電熱により所定の温度まで到達可能な貯湯タ
ンクの容量とする必要がある。また、太陽熱の場合は、集熱板の面積が大きくなるのに比
例して集熱量を大きくできるが、集熱板の設置可能枚数や集熱板を設置する地域の年間の
日射量を考慮して貯湯タンクの容量とする必要がある。
よって、貯湯タンクに貯留された温水を使用して暖房や風呂追焚きに使用する場合はこの
れに使用する温水量も考慮して貯湯タンクの容量を大きくする必要がある。
【０００６】
ところが、給湯の場合は温められた貯湯タンク内のお湯を直接利用し、暖房や風呂追焚き
の場合は衛生上等の問題から熱交換器により間接的に加熱して利用するようにしている。
そこで、給湯で利用する温水の温度に比較して、暖房や風呂の追焚きに利用する温水の温
度は熱交換率を高めるためや短時間で利用可能とする必要性から高温にするのが一般的で
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ある。
また、暖房は寒い季節のみに限られるものであり、暖房を重視しすぎれば、暖かい季節で
は加熱した温水を無駄にする結果ともなる。
風呂追焚きについては、この温水器自体の給湯機能により、貯湯タンクより適温の湯にし
て浴槽に供給するのが一般的な使用方法であり、風呂追焚きを利用するのは浴槽の湯が冷
めた場合の短時間に使用するだけであり、通常その場合は風呂の湯張りにより貯湯タンク
内に貯留していた温水の大半は使用されていることもあって、貯湯タンクの湯を積極的に
使用する必要性は余りない。
【０００７】
これらを踏まえて、特許文献1に記載するコージェネレーションシステムにおいては、貯
湯タンクに貯えられた温水により給湯、暖房、風呂の追焚きが可能なシステムが示されて
いる。そして、このシステムの貯湯タンクと補助熱源（特許文献１中ではバーナー部６８
と記載されている。）の関係について給湯時においては、貯湯タンクから取り出した湯水
を補助熱源に循環して加熱する。または、貯湯タンクから取り出した湯水が所定温度以上
の場合は補助熱源を通過させるだけで加熱せずに貯湯タンクに戻した後に給湯設備に対し
て給湯を行っている。暖房及び風呂の追焚きの場合は貯湯タンクから取り出した湯水を補
助熱源に循環して加熱する。または、貯湯タンクから取り出した湯水が所定温度以上の場
合は補助熱源を通過させるだけで加熱せずに暖房等用熱交換器に循環させた後に一部例外
はあるが貯湯タンクに戻す構成となっている。そして、補助熱源に貯湯タンクの湯水が通
過する前には潜熱熱交換器を通過するように構成されている。
【０００８】
特許文献1のような構成とした場合には、一部の例外はあるものの給湯時、暖房時及び風
呂追焚き時のいずれの場合においても貯湯タンクから潜熱熱交換器、補助熱源を通過した
後に貯湯タンクに戻すという構成を原則として行っており、潜熱熱交換器及び補助熱源で
加熱しない場合にもこれを通過するので、発電熱により加熱された貯湯タンク内の温水を
放熱させてしまうという問題があった。
【０００９】
また、前記のような構成にすると特許文献１中にも記載があるように貯湯タンクをバッフ
ァタンクとして使用することになり、給湯時の湯温の安定性という利点はあるものの補助
熱源の燃焼時間はバッファタンクとして使用する容量分を余分に加熱する結果となるとい
う問題があった。
【００１０】
コージェネレーションシステムにおける発電熱では６０℃程度の温水を貯湯タンクに貯め
るので、暖房や風呂追焚き時にはほとんどの場合補助熱源により８０℃程度に加熱する必
要があり、暖房用熱交換器で放熱した後であっても貯湯タンクに戻した場合に貯湯タンク
内の湯水を加熱することになる。すると補助熱源に入る前の潜熱熱交換器において通過す
る湯水の水温が高温となりほとんど潜熱は回収できないし、場合によっては潜熱熱交換器
で沸騰するという問題があった。
【００１１】
給湯時においても、暖房や風呂追焚きによる余熱により貯湯タンクの湯水を加熱すること
になり補助熱源で加熱する必要はあるが潜熱回収はできないというような中途半端な温度
域が長く発生する結果となるという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記の課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
【００１３】
第１発明の温水器は、加熱量に不確実性を有する加熱手段と、該加熱手段で加熱された熱
を貯え、下部にタンク給水口、上部にタンク給湯口が設けられた貯湯タンクと、該タンク
給湯口に連通し、該貯湯タンクより供給された湯水を必要に応じて加熱し、給湯設備に温
水を供給する燃料燃焼方式熱源機と、該タンク給湯口に連通し該燃料燃焼方式熱源機の排
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気部に設けられた排気部熱交換器と、該燃料燃焼方式熱源機により加熱された温水を利用
して外部の熱利用装置に該温水から熱交換した熱媒体を供給する熱利用装置用熱交換器と
、該燃料燃焼方式熱源機の出口側と該熱利用装置用熱交換器と循環ポンプと該燃料燃焼方
式熱源機の入り口側とを上記順に連通させた循環経路を有し、該排気部熱交換器の下流側
接続口を該循環ポンプの吸入側に接続したことを特徴とする。
【００１４】
第２発明の温水器は、請求項1記載の発明において、前記貯湯タンクのタンク給湯口と前
記排気部熱交換器とを連通する管の途中に閉止機能を有した流量調節弁を有することを特
徴とする。
【００１５】
第３発明の温水器は、請求項１乃至請求項２記載の発明において、前記加熱手段が太陽熱
を集熱した熱により温められた熱媒体を利用した加熱手段であることを特徴とする。
【００１６】
第４発明の温水器は、請求項１乃至請求項２記載の発明において、前記加熱手段が発電ユ
ニットの発電時に発生する熱で温められた液体を利用した加熱手段であることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１７】
以上のような、技術的手段を有することにより、以下の効果を有する。
【００１８】
第１発明によれば、貯湯タンクのタンク給湯口より供給される湯水は燃料燃焼方式熱源機
と排気部熱交換器の両方に並列に供給される。そして、排気部熱交換器の下流側接続口は
循環ポンプを介して燃料燃焼方式熱源機の入り口側に接続する構成になっている。
これにより、給湯時にあっては、貯湯タンクより供給される湯水が所定温度未満の場合は
加熱し、所定温度以上の場合は加熱しない補助熱源としての燃料燃焼方式熱源機を提供で
き、排気部熱交換器により潜熱も効率よく回収可能となる。
また、貯湯タンクに戻さないことで無駄な加熱もない。なお、湯温の安定性については現
在の燃料燃焼方式熱源機の燃焼制御技術によれば貯湯タンクのバッファ効果によらなくて
も遜色のない安定性を得ることが可能である。
暖房時又は風呂追焚き時においては、排気部熱交換器と燃料燃焼方式熱源機により加熱し
た湯を貯湯タンクに戻すことがなく、貯湯タンク内の湯温を上げないので、排気部熱交換
器により潜熱も効率よく回収可能となる。
【００１９】
　第２発明によれば、第1発明の構成に追加して前記貯湯タンクのタンク給湯口と前記排
気部熱交換器とを連通する管の途中に閉止機能を有した流量調節弁を有していることで、
第１の発明の効果に追加して、給湯時においては、貯湯タンク上部の湯温が所定以上であ
り燃料燃焼方式熱源機を燃焼させない場合には該流量調整弁の閉止機能により排気部熱交
換器へ湯の供給を停止でき、排気部熱交換器からの放熱を防止することができる。
暖房時又は風呂追焚き時においては、前記流量調整弁の流量調整手段により排気部熱交換
器を通過する流量を制御可能となり、排気部熱交換器において沸騰することもなく潜熱の
回収まで適切に行うことができる。
【００２０】
　第３発明によれば、第１発明乃至第２発明の構成に追加して太陽熱を集熱した熱のよう
に一日当たりの発熱量が不確実な加熱手段においても第１発明及び第２発明の効果を適切
に発揮することができる。
【００２１】
第４発明によれば、第１発明乃至第２発明の構成に追加して発電ユニットの発電時に発生
する発電熱のように一日当たりの発熱量が不確実な加熱手段においても第１発明及び第２
発明の効果を適切に発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】本発明に係る温水器の太陽熱を加熱手段とした場合の説明図である。
【図２】本発明に係る温水器の発電時の発電熱を加熱手段とした場合の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　発明を実施するための形態としては、第１発明、第２発明及び第３発明に関する実施例
１を図1に基づき、また、第１発明、第２発明及び第４発明に関する実施例２を図2に基づ
き具体的に説明する。
【実施例１】
【００２４】
　（概略の構成）
　図１における本発明の温水器１は内部に貯湯タンク１０、燃料燃焼方式熱源機２０、排
気部熱交換器３０、熱利用装置用熱交換器としての暖房熱交換器４０及び追焚き熱交換器
５０、循環ポンプ６０、制御基板９０等を有している。制御基板９０は、内部にＣＰＵを
有しており予めプログラムされた内容により温水器１の内部に有する温度センサーや流量
検知器等の検知機器の検知信号に対応して燃料燃焼方式熱源機２０や循環ポンプ６０等の
電源供給が必要な装置の駆動を制御している。温水器１の外部には集熱板３、給湯栓４、
床暖房装置や温水式エアーコンディショナー等の暖房装置５、浴槽６が温水器１の外装に
設けられた外部配管接続口に各種の外部配管を介して接続されている。
集熱板３との間において熱媒体（例えば、プロピレングリコール等の不凍液に防錆剤を添
加した液）を循環させることにより貯湯タンク１０の貯留水の加熱手段としている。温水
器１は、給湯栓４には温水を供給し、暖房装置５との間において熱媒体を循環させて暖房
装置５の熱源とし、浴槽６との間には温水を循環させて浴槽６内の湯水の風呂追焚き手段
としている。なお、温水器１には浴槽６に直接温水を供給するお湯張り手段９２も有して
いる。お湯張り手段９２は、基本的な構成及び運転において給湯栓４をお湯張り電磁弁に
置き換えたものであるだけなので、以下説明は省略する。
また、温水器１の外部には遠隔操作装置（リモコン）９が設けられている。遠隔操作装置
９は温水器１の制御基板９０との間を有線または無線等により電気や光等の信号で通信を
行うことで、使用者が温水器１の各種機能の設定が可能なスイッチを有し、その設定状況
や温水器１の運転状況を確認できる表示部を有する。
【００２５】
　（貯湯タンク）
貯湯タンク１０は、概ね家庭における一日の給湯量を供給できる程度の容量を有しており
、強度上及び製造上の利点より一般的に円筒形の形状となっている。
貯湯タンク１０には下部にタンク給水口１１が設けられており、減圧弁１８を介して貯湯
タンク１０に減圧された水道水が供給される。貯湯タンク１０の上部にはタンク給湯口１
２が設けられおり、貯湯タンク１０では一日の加熱量に不確実性を有する加熱手段により
加熱された温水が貯えられており、給水圧により貯湯タンク１０の外部に供給することが
できる。貯湯タンク１０内の下部には内部熱交換器７１が配置されている。
【００２６】
（貯湯タンクの加熱手段）
図１における不確実性を有する加熱手段は、太陽熱を利用するものであり、集熱板３を通
過する不凍液等の熱媒体により集熱し、これを太陽熱循環ポンプ７０で貯湯タンク１０内
部の内部熱交換器７１まで循環させて貯湯タンク１０内部の貯留水を加熱するものである
。制御基板９０は熱媒体の液温を検知するソーラー戻り温度センサー７２や後述する貯湯
タンク１０の温度センサー１６の温度により集熱された熱媒体の熱交換が最適になるよう
に、太陽熱循環ポンプ７０の駆動又は停止を制御する。貯湯タンク１０内部の水温は貯湯
タンク１０の高さ方向によりばらつきがあるため、貯湯タンク１０の高さ方向の異なる位
置に数個の温度センサー１４、１５、１６、１７が設けられ、その検知する温度は対応す
る電圧等の信号により制御基板９０に出力されている。温度センサー１４は貯湯タンク１
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０上部の温度を、温度センサー１６は内蔵する内部熱交換器７１付近の温度を、温度セン
サー１５は温度センサー１４と温度センサー１６の間の温度を、温度センサー１７は貯湯
タンク１０底部の温度を検出するセンサーである。
【００２７】
（集熱回路）
集熱回路は太陽熱循環ポンプ７０が駆動されることによって形成される太陽熱循環回路８
０となる。太陽熱循環回路８０は太陽熱循環ポンプ７０を始点として、ソーラー往き温度
センサー７３、集熱板３、ソーラー戻り温度センサー７２、ソーラー三方弁７４、内部熱
交換器７１、アキュームタンク７５を経て太陽熱循環ポンプ７０に戻る回路である。ソー
ラー三方弁７４の切換により、太陽熱循環ポンプ７０を始点として、ソーラー往き温度セ
ンサー７３、集熱板３、ソーラー戻り温度センサー７２、ソーラー三方弁７４、バイパス
管７６，アキュームタンク７５を経て太陽熱循環ポンプ７０に戻る太陽熱バイパス循環回
路８１も形成できる。
【００２８】
（燃料燃焼方式熱源機）
燃料燃焼方式熱源機２０は、天然ガス（ＬＮＧ）やプロパンガス（ＬＰＧ）等の気体燃料
や、灯油や重油等の液体燃料を給気側送風機により比較的狭い燃焼室内において高発熱量
を発生させることができ、かつ発熱量が所定の範囲で無段階に調節できる燃焼器２３と、
燃焼器２３で発生する燃焼熱を内部に有する一の流路に通水された湯水に熱交換して加熱
することができる熱源機熱交換器２６を備えている。燃焼器２３の燃焼の開始、燃焼量の
調節及び燃焼の停止は、制御基板９０より出力される電圧等により制御されている。熱源
機熱交換器２６は通水される湯水の入口となる熱源機入口２１と、出口となる熱源機出口
２２を有している。また、熱源機入口２１の上流側近傍には上流側から熱源機流量検知器
２４と熱源機給水温度センサー２５が、熱源機出口２２の下流側近傍には熱源機熱交換器
２６の通過加熱後の水温を検知する熱源機給湯温度センサー２７が設けられている。熱源
機流量検知器２４は通過する流量を検知し、熱源機給水温度センサー２５及び熱源機給湯
温度センサー２７は通過する液体の温度を検知することができる。前記検知された流量や
温度は、パルスや電圧値等の信号として制御基板９０に出力されることで制御基板９０に
おいて対応する流量や温度として判断される。
【００２９】
（排気部熱交換器）
排気部熱交換器３０は熱源機熱交換器２６を通過した排気が排気部熱交換器３０の表面に
有するフィンに接触して通過できるように配置されている。排気部熱交換器３０の表面を
排気が接触することで排気部熱交換器３０を通過する湯水に熱交換させることができる。
排気部熱交換器３０の流路は、上流側を排気部熱交換器入口３１、下流側を排気部熱交換
器出口３２としている。熱源機熱交換器２６だけでは燃焼器２３の燃焼熱の８０パーセン
ト程度しか熱交換できない熱効率を、排気部熱交換器３０を備えることにより、熱効率を
９０パーセント以上に向上させることが可能となる。排気に含まれる水蒸気の潜熱まで回
収することができるからである。
なお、排気部熱交換器３０は潜熱を回収する際に酸性水が発生するためこれを回収し中和
する中和手段３４を備え、排気部熱交換器３０は、腐食し難いステンレス等の材質となっ
ている。
【００３０】
（閉止機能付き流量調節弁）
閉止機能付き流量調節弁３３は２方向の接続口を有し、接続された流路を流れる液体の流
量を調節する機能及び流路を遮断（閉止）する機能を有する。この流量の調節や閉止の機
能は制御基板９０により制御される。
【００３１】
（暖房熱交換器）
暖房熱交換器４０は給湯に使用する湯水を直接外部の暖房装置５に循環させることは衛生
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上好ましくないので、給湯水路に連通する湯水と後述する外部暖房循環回路８６の熱媒体
との間で熱交換して暖房装置５の熱源とするために設けられている。暖房用熱交換器４０
は二つの流路を有した液－液の熱交換器である。その一方の流路に給湯水路に連通する湯
水を通過させ、他方の流路に暖房装置５を循環する熱媒体を通過させている。その給湯水
路に連通する流路は、上流側を暖房熱交換器入口４１、下流側を暖房熱交換器出口４２と
する接続口を有する。
【００３２】
（追焚き熱交換器）
追焚き熱交換器５０は給湯に使用する湯水を直接外部の浴槽６に循環させることは衛生上
好ましくないので、給湯水路に連通する湯水と後述する外部追焚き循環回路８９の浴槽水
との間で熱交換して浴槽６の追焚き用の熱源とするために設けられている。追焚き熱交換
器５０は二つの流路を有した液－液の熱交換器である。その一方の流路に給湯水路に連通
する湯水を通過させ、他方の流路に浴槽６を循環する浴槽水を通過させている。その給湯
水路に連通する流路は、上流側を追焚き熱交換器入口５１、下流側を追焚き熱交換器出口
５２とする接続口を有する。
【００３３】
（熱源機出口三方弁）
熱源機出口三方弁４３は３方向の三方弁接続口Ａ４３ａ、三方弁接続口Ｂ４３ｂ及び三方
弁接続口Ｃ４３ｃを有し、三方弁接続口Ａ４３ａと三方弁接続口Ｂ４３ｂ、三方弁接続口
Ａ４３ａと三方弁接続口Ｃ４３ｃが内部において選択的に連通させることができる。熱源
機出口三方弁４３の選択的な流路の切換えは、制御基板９０により制御されている。
【００３４】
（循環ポンプ）
循環ポンプ６０は液体の吸入側の循環ポンプ吸入口６１と液体の吐出側の循環ポンプ吐出
口６１を有する。循環ポンプ６０の駆動又は停止は制御基板９０により制御されている。
【００３５】
（流路の構成）
温水器１の内部において流路を構成する部材は、貯湯タンク１０、減圧弁１８、熱源機熱
交換器２６、排気部熱交換器３０、暖房熱交換器４０、熱源機出口三方弁４３、追焚き熱
交換器５０、循環ポンプ６０である。
減圧弁１８は貯湯タンク１０のタンク給水口１１につながる給水管に配置されている。貯
湯タンク１０のタンク給湯口１２は下流側で二方向に分岐しており、この分岐点を分岐点
Ａ１３とする。分岐した一方は熱源機流量検知器２４及び熱源給水温度センサー２５を介
して熱源機熱交換器２６の熱源機入口２１と、分岐した他方は閉止機能付き流量調節弁３
３を介して排気部熱交換器３０の排気部熱交換器入口３１と、熱源機熱交換器２６の熱源
機出口２２は熱源機給湯温度センサー２７を介して熱源機出口三方弁４３の三方弁接続口
Ａ４３ａと、排気部熱交換器３０の排気部熱交換器出口３２は循環ポンプ６０の循環ポン
プ吸入口６１と、熱源機出口三方弁４３の三方弁接続口Ｂ４３ｂは暖房熱交換器４０の暖
房熱交換器入口４１と、熱源機出口三方弁４３の三方弁接続口Ｃ４３ｃは追焚き用熱交換
器５０の追焚き熱交換器入口５１と、暖房熱交換器４０の暖房熱交換器出口４２は循環ポ
ンプ６０の循環ポンプ吸入口６１と、追焚き熱交換器５０の追焚き熱交換器出口５２は循
環ポンプ６０の循環ポンプ吸入口６１と、循環ポンプ６０の循環ポンプ吐出口６２は分岐
点Ａ１３と熱源機流量検知器２４を結ぶ内部配管途中の分岐点Ｂ２８と、夫々内部配管に
より連通し流路を構成している。
また、熱源機熱交換器２６の熱源機出口２２より熱源機出口三方弁４３の三方弁接続口Ａ
４３ａへと向かう内部配管の途中の熱源機給湯温度センサー２７を経た位置において、内
部配管は分岐し（分岐点Ｃ２９）給湯栓４を接続するための外装の接続口へ向かう内部配
管も有している。
【００３６】
（給湯時の流路）
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給湯時における流路は、閉止機能付き流量調節弁３３が閉じている場合と開いている場合
により異なる。閉止機能付き流量調節弁３３が閉じている場合について説明すると、貯湯
タンク１０内部に貯留する湯水は給湯栓４を開くことにより貯湯タンク１０の給水圧によ
り給湯栓４に向かって流れる。詳しくは貯湯タンク１０のタンク給湯口１２より、分岐点
Ａ１３、熱源機流量検知器２４、熱源機給水温度センサー２５を経て熱源機入口２１へ向
かう。燃料燃焼方式熱源機２０の熱源機出口２２より熱源機給湯温度センサー２７を介し
て分岐点Ｃ２９において分岐し、配管を経由して外部の給湯栓４に向かう。この流路を給
湯流路８２と呼ぶ。
【００３７】
閉止機能付き流量調節弁３３が開いている場合は、前述の閉止機能付き流量調節弁３３が
閉じている場合の流路に追加して、分岐点Ａ１３より前記閉止機能付き流量調節弁３３を
介して排気部熱交換器入口３１、排気部熱交換器３０、排気部熱交換器出口３２、循環ポ
ンプ吸入口６１、循環ポンプ６０、循環ポンプ吐出口６２を経由して分岐点Ｂ２８に接続
する流路が形成される。この流路をバイパス流路８３と呼ぶ。循環ポンプ６０を駆動させ
ることにより貯湯タンク１０の湯水はバイパス流路８３を経由した後循環ポンプ６０、熱
源機流量検知器２４、熱源機給湯温度センサー２５を経て熱源機入口２１へと向かうこと
ができる。
【００３８】
（暖房時の流路）
暖房時の流路は循環ポンプ６０が駆動されることによって形成される内部暖房循環回路８
４となる。内部暖房循環回路８４は、循環ポンプ６０を始点として、循環ポンプ吐出口６
２、分岐点Ｂ２８、熱源機流量検知器２４、熱源機給水温度センサー２５、熱源機入口２
１、熱源機熱交換器２６、熱源機出口２２、熱源機給湯温度センサー２７、三方弁接続口
Ａ４３ａ、熱源機出口三方弁４３、三方弁接続口Ｂ４３ｂ、暖房熱交換器入口４１、暖房
熱交換器４０、暖房熱交換器出口４２、循環ポンプ吸入口６１を経て循環ポンプ６０に戻
る流路である。同時に、循環ポンプ６０を始点として、循環管ポンプ吐出口６２、分岐点
Ｂ２８、分岐点Ａ１３、閉止機能付き流量調節弁３３、排気部熱交換器入口３１、排気部
熱交換器３０、排気部熱交換器出口３２、循環ポンプ吸入口６１を経て循環ポンプ６０に
戻る内部暖房バイパス循環回路８５も形成される。内部暖房バイパス循環流路８５の分岐
点Ａから排気部熱交換器３０を経由して分岐点Bに至るまでの部分はバイパス流路８３と
兼ねている。
【００３９】
暖房熱交換器４０に供給される熱は、暖房循環ポンプ４４が駆動されることによって形成
される外部暖房循環回路８６により暖房装置５に供給される。外部暖房循環回路８６は、
暖房循環ポンプ４４を始点として、暖房熱交換器４０、暖房温度センサー４５Ｈを介して
高温の温水で使用する暖房装置５ａ（例えばファンコンベクター）、暖房循環ポンプ４４
へと戻る。
なお、外部暖房循環回路８６においては、回路を切り換えて低温の温水で使用する暖房装
置５ｂ（例えば床暖房）も接続が可能となっており、その場合の低温用暖房温度センサー
４５Ｌも有している。９３は高温の暖房往き水と暖房戻り水を混合し低温の暖房往き水を
生成するための混合弁である。
【００４０】
（風呂追焚き時の流路）
風呂追焚き時の流路は循環ポンプ６０が駆動されることによって形成される内部追焚き循
環回路８７となる。内部追焚き循環回路８７は、循環ポンプ６０を始点として、循環ポン
プ吐出口６２、分岐点Ｂ２８、熱源機流量検知器２４、熱源機給水温度センサー２５、熱
源機入口２１、熱源機熱交換器２６、熱源機出口２２、熱源機給湯温度センサー２７、三
方弁接続口Ａ４３ａ、熱源機出口三方弁４３、三方弁接続口Ｃ４３ｃ、追焚き熱交換器入
口５１、追焚き熱交換器５０、追焚き熱交換器出口５２、循環ポンプ吸入口６１を経て循
環ポンプ６０に戻る流路である。同時に、循環ポンプ６０を始点として、循環ポンプ吐出
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口６２、分岐点Ｂ２８、分岐点Ａ１３、閉止機能付き流量調節弁３３、排気部熱交換器入
口３１、排気部熱交換器３０、排気部熱交換器出口３２、循環ポンプ吸入口６１を経て循
環ポンプ６０に戻る内部追焚きバイパス循環回路８８も形成される。内部追焚きバイパス
循環回路８８は、内部暖房バイパス８５と兼ねる。
【００４１】
追焚き用熱交換器５０に供給される熱は、追焚き循環ポンプ５３が駆動されることによっ
て形成される外部追焚き循環回路８９により浴槽６内の湯水を加熱できる。外部追焚き循
環回路８９は、追焚き用循環ポンプ５３を始点として、浴槽６、追焚き温度センサー５４
を介して追焚き熱交換器５０、追焚き循環ポンプ５３へと戻る回路である。
【００４２】
以上のように構成された温水器１について動作を説明する。
【００４３】
（貯湯タンクへの蓄熱運転）
貯湯タンク１０への蓄熱運転は、制御基板９０の有する計時機能により一日における集熱
可能な時間帯の初期値により運転を開始する。また制御基板９０は学習機能を有しており
、集熱可能であった時間帯を記憶することにより前記の初期値を修正し蓄熱運転を行う。
制御基板９０は、計時機能により初期値として定められた所定時刻（例えば、午前７時）
になると太陽熱循環ポンプ７０を駆動させる。スタート時循環回路は太陽熱バイパス循環
回路８１となっており、制御基板９０はソーラー戻り温度センサー７２で集熱板３内に満
たされた不凍液等の熱媒体の液温を、温度センサー１６で貯湯タンク１０内の水温を検知
する。太陽光を受けると液温は上昇し、この上昇した液温と貯湯タンクの温度センサー１
６で検知する水温との温度差が所定の温度差（例えば、５℃）以上あると制御基板９０が
判断すると、ソーラー三方弁７４に制御基板９０が駆動電力を出力し、太陽熱循環回路８
０に切り換え集熱動作を継続する。ソーラー戻り温度センサー７２が検知する液温と貯湯
タンクの温度センサー１６で検知する水温との温度差が所定の温度差未満であることを制
御基板９０が判断すると、ソーラー三方弁７４に制御基板９０が駆動電力を出力し、太陽
熱バイパス循環回路８１に切り換え太陽熱循環ポンプ７０を停止し、所定時間間隔（例え
ば１５分間隔）でポンプ７０を駆動し集熱可能か否か判定する。太陽熱循環回路８０が形
成されている場合には、貯湯タンク１０の内部においては内部熱交換器７１に貯湯タンク
１０内に貯留する湯水よりも所定温度以上高い温度の熱媒体が循環し、貯湯タンク１０内
に貯留する湯水に熱媒体の保有する熱が熱交換される。貯湯タンク１０内部に貯留する湯
水は内部熱交換器７１付近の湯水から昇温し、貯湯タンク１０内部で自然対流を起こし、
貯湯タンク１０の貯留する湯水全体が昇温することとなる。
なお、この貯湯タンク１０への蓄熱運転は制御基板９０の記憶する運転終了時刻（例えば
、午後５時）になった場合には、終了する。
【００４４】
（給湯運転）
外部の給湯栓４が開くことにより給湯運転は開始する。貯湯タンク１０には、減圧弁１８
により減圧された給水圧が加わっており、蓄熱運転により貯湯タンク１０内部の加熱され
た温水は、給湯流路８２により給湯栓４に供給される。この場合に貯湯タンク１０内の貯
留水の水温を温度センサー１４で検知し、この検知した水温を基に燃料燃焼方式熱源機２
０で加熱する必要の可否を制御基板９０が判断する。この判断方法の一例としては、使用
者が遠隔操作装置９で設定した設定温度を６０℃とした場合に、この設定温度より温度セ
ンサー１４で検知する水温が７℃以上高い場合（６７℃以上ある場合）には、燃料燃焼方
式熱源機２０の燃焼器２３の燃焼は開始しないと制御基板９０は判断する。そして、給湯
栓４へは貯湯タンク１０内の温水が湯水混合機構１９で設定温度へ温調された後供給され
る。
また、設定温度より温度センサー１４で検知する水温が４℃未満となった場合（６４℃未
満になった場合）には、制御基板９０は燃料燃焼方式熱源機２０の燃焼器２３の燃焼を開
始するように出力し、使用者側からの設定温度６０℃になるように、配管における放熱ロ
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スも考慮して設定温度よりやや高い温度を燃料燃焼方式熱源機２０の目標温度とし、熱源
機給湯温度センサー２７で熱源機出口２２付近の水温を検知して燃焼器２３の燃焼量を調
節することで、６０℃の温水を給湯栓４へ供給する。なお、実施例１においては、温水器
１内に湯水混合機構１９を備えているので、熱源機出口２２の温度を高くしてその後水道
水を混合して要求水温にするということも可能である。
【００４５】
燃焼器２３の燃焼を開始するように制御基板９０が出力する場合には、同時に制御基板９
０は循環ポンプ６０の駆動及び閉止機能付き流量調節弁３３を開くように出力し、排気部
熱交換器３０に貯湯タンク１０の貯留水を通過するバイパス流路８３を形成させる。これ
により燃焼器２３の排気より廃熱を回収し、さらには、排気部熱交換器３０を通過する水
温が４０℃以下の場合は潜熱も回収することができる。燃焼器２３を燃焼させない場合に
は、制御基板９０は循環ポンプ６０には出力せず、閉止機能付き流量調節弁３３で流路を
遮断するように出力し、排気部熱交換器３０に貯湯タンク１０内の加熱された温水が通過
することにより発生する放熱を防止する。
【００４６】
（暖房運転）
使用者が遠隔操作装置９で暖房するよう入力した場合には、制御基板９０は暖房循環ポン
プ４４と循環ポンプ６０に出力して駆動させる。所定時間経過後、制御基板９０は外部暖
房循環回路８６内の熱媒体の液温を暖房温度センサー４５Ｈで検知し、内部暖房循環回路
８４の水温を熱源機給湯温度センサー２７で検知する。熱源機給湯温度センサー２７の検
知水温が暖房時に必要として制御基板９０内において設定されている設定温度（例えば、
８０℃）未満の場合は、制御基板９０は燃焼器２３の燃焼を開始させ、熱源給湯温度セン
サー２７で設定温度になるように燃焼量を調節しつつ燃焼を継続させる。暖房装置５の負
荷にもよるが、暖房装置５の負荷が燃焼器２３の最大燃焼量に熱交換率を掛けた値となる
最大暖房負荷未満であれば、外部暖房循環回路８６を循環する熱媒体の温度は上昇し、暖
房温度センサー４５Ｈで所定温度（例えば、７５℃）を検知すれば制御基板９０は燃焼器
２３の燃焼を停止させ、循環ポンプ６０及び暖房循環ポンプ４４の駆動は燃焼の停止に係
わらず継続するよう出力する。
その後、暖房温度センサー４５Ｈで外部暖房循環回路８６を循環する熱媒体が所定温度よ
りやや低い温度（例えば、６５℃）未満を検知した場合は、制御基板９０は燃焼器２３を
燃焼させる。
使用者が遠隔操作装置９で暖房の中止を入力した場合には、制御基板９０は燃焼器２３の
燃焼を停止させ、燃焼停止後所定時間経過後に、循環ポンプ６０及び暖房循環ポンプ４４
の駆動を停止させ、暖房運転を終了させる。
【００４７】
燃焼器２３の燃焼を開始するように制御基板９０が出力する場合には、同時に制御基板９
０は閉止機能付き流量調節弁３３を開くように出力することで内部暖房バイパス循環回路
８５が形成される。これにより燃焼器２３の排気より廃熱を回収し、さらには、制御基板
９０は熱源機給水温度センサー２５により循環ポンプ吐出口６１付近の水温を検知し、こ
の検知温度が４０℃以下になって潜熱回収が可能となるように、閉止機能付き流量調節弁
３３を所定の開度で開くことにより排気部熱交換器３０と熱源熱交換器２６を流れる流量
比と、燃焼器２３の燃焼量を制御する。
【００４８】
（風呂追焚き運転）
使用者が遠隔操作装置９で風呂追焚きするよう入力した場合には、制御基板９０は追焚き
用循環ポンプ５３と循環ポンプ６０に出力して駆動させる。所定時間経過後、制御基板９
０は外部追焚き循環回路８９内の水温を追焚き温度センサー５４で検知し、内部追焚き循
環回路８７の水温を熱源機給湯温度センサー２７で検知する。熱源機給湯温度センサー２
７の検知水温が追焚き時に必要として制御基板９０内に設定されている設定温度（例えば
、８０℃）未満の場合は燃焼器２３の燃焼を開始し、熱源給湯温度センサー２７で設定温
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度になるように燃焼量を調節しつつ燃焼を継続させる。使用者が遠隔装置９で設定してい
る風呂追焚き温度（例えば、４２℃）を追焚き温度センサー５４で検知すれば、制御基板
９０は燃焼器２３の燃焼を停止させ、所定時間経過後循環ポンプ６０及び追焚き用循環ポ
ンプ５３も停止させ風呂追焚き運転を終了させる。
【００４９】
燃焼器２３の燃焼を開始するように制御基板９０が出力する場合には、同時に制御基板９
０は閉止機能付き流量調節弁３３で流路を開くよう出力することで内部追焚きバイパス循
環回路８８が形成される。これにより燃焼器２３の排気より廃熱を回収し、さらには、制
御基板９０は熱源機給水温度センサー２５により循環ポンプ吐出口６１付近の水温を検知
し、この検知温度が４０℃以下になって潜熱回収が可能となるように、閉止機能付き流量
調節弁３３を所定の開度で開くことにより排気部熱交換器３０と熱源熱交換器２６を流れ
る流量比と、燃焼器２３の燃焼量を制御する。
【実施例２】
【００５０】
　（概略の構成）
実施例２において、温水器２の内部に有する燃料燃焼方式熱源機２０、排気部熱交換器３
０、閉止機能付き流量調節弁３３、熱利用装置用熱交換器としての暖房熱交換器４０及び
追焚き熱交換器５０、熱源機出口三方弁４３、循環ポンプ６０、制御基板９０、は実施例
１と同様なので同一の符号を付し、概略の構成上の説明及び個々の構成部品としての説明
を省略する。
図２における本発明の温水器２は内部に貯湯タンク１０ａ、を有しており、温水器２の外
部には発電装置７、給湯栓４、床暖房装置や温水式エアーコンディショナー等の暖房装置
５、浴槽６が該温水器２の外装に設けられた外部配管接続口に各種の外部配管を介して接
続されている。
貯湯タンク１０ａの貯留水は、発電装置７の発電により生じる熱を発電装置７の外表面の
熱交換器（ウォータージャケット）に、発電装置７が備える発電装置循環ポンプ８で循環
させることにより加熱される。
温水器２は、給湯栓４に温水を供給し、暖房装置５との間に熱媒体を循環させて暖房装置
５の熱源とし、浴槽６との間に温水を循環させて浴槽６内の湯水の風呂追焚き手段として
いる。なお、温水器２には浴槽６に直接温水を供給するお湯張り手段９２も有している。
お湯張り手段９２は、基本的な構成及び運転方法において給湯栓４をお湯張り電磁弁に置
き換えたものであるだけなので、以下説明は省略する。
また、温水器2の外部には遠隔操作装置（リモコン）９が設けられている。遠隔操作装置
９は温水器２の制御基板９０との間を有線または無線等により電気や光等の信号での通信
を行うことで、使用者が温水器２の各種機能の設定が可能なスイッチを有し、その設定状
況や温水器２の運転状況を確認できる表示部を有する。
【００５１】
（貯湯タンク）
貯湯タンク１０ａは、概ね家庭における一日の給湯量を供給できる程度の容量を有してお
り、強度上及び製造上の利点より一般的に円筒形の形状となっている。
貯湯タンク１０ａには下部にタンク給水口１１が設けられており、減圧弁１８を介して貯
湯タンク１０ａに減圧された水道水が供給される。貯湯タンク１０ａの上部にはタンク給
湯口１２が設けられおり、貯湯タンク１０ａでは一日の加熱量に不確実性を有する加熱手
段により加熱された温水が貯えられており、給水圧により貯湯タンク１０ａの外部に供給
される。
【００５２】
（貯湯タンクの加熱手段）
図２における不確実性を有する加熱手段は、発電装置７が発電時に発生する熱を利用する
ものである。発電装置７の発電熱の利用については、一般的にはコージェネレーションシ
ステムと称呼されており、発電方法としては、燃料電池方式やガスや液体燃料等を燃料と
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するエンジン方式であり、いずれの場合も発電時においては熱が発生し、発電時の熱を発
電装置７の外部又は内部に設け発電部に接触させた熱交換器（ウォータージャケット）の
内部を通過する液体（発電装置７が燃料電池方式の場合は、貯湯タンク１０ａの湯を直接
循環させ、エンジン方式の場合は不凍液を循環させることが多い。）に熱交換させること
により、発電熱を回収できる。発電装置７の内部には、発電装置循環ポンプ８を有してお
り、発電装置７の熱交換器内の水温が所定温度以上になった場合に発電装置循環ポンプ８
を駆動させて、貯湯タンク１０ａの下部から貯湯タンク１０ａ内に貯留する水を取り出し
、貯湯タンク１０ａの上部に戻すことで、貯湯タンク１０ａ内部の貯留水を加熱する発電
熱回収循環回路９１を形成する。貯湯タンク１０ａの内部においては貯湯タンク１０ａの
上部から加熱された温水が下方に向かって貯留する成層貯湯方式をとっている。貯湯タン
ク１０ａ内部の水温は貯湯タンク１０ａの高さ方向によりばらつきがあるため、貯湯タン
ク１０ａの高さ方向の異なる位置に数個の温度センサー１４、１５、１６、１７が設けら
れ、その検知する温度は対応する電圧等の信号により制御基板９０に出力されている。
【００５３】
（流路の構成、給湯時の流路、暖房時の流路、風呂追焚き時の流路）
温水器２の内部における流路の内、給湯時の流路、暖房時の流路、風呂追焚き時の流路、
については実施例１の貯湯タンク１０が、貯湯タンク１０ａに変わるだけで、その他の構
成は同じであるので、同一のものには同一の符号を付し説明を省略する。
【００５４】
（貯湯タンクへの蓄熱運転）
貯湯タンク１０ａへの蓄熱運転は、発電装置７が発電を開始することにより始まる。この
発電時に発生する熱は発電装置７の外部又は内部の熱を受けやすい場所に設けた熱交換器
（ウォータージャケット）内の液体に熱交換され水温が上昇する。制御基板９０はこの水
温の上昇を発電温度センサー（図示せず）で検知し、同時に貯湯タンク１０ａ底部の水温
も温度センサー１７で検知する。発電装置７の熱交換器の水温と貯湯タンク１０ａ底部の
水温との温度差が所定の温度差以上あると制御基板９０が判断すると、発電装置循環ポン
プ８に制御基板９０が駆動電力を出力することにより発電装置循環ポンプ８は駆動する。
発電装置循環ポンプ８の駆動が継続することにより、貯湯タンク１０ａの内部においては
、貯湯タンク１０ａの下部に貯留する水が温められて貯湯タンク１０ａに戻されることに
なる。そして、貯湯タンク１０ａ内部に貯留する湯水は貯湯タンク１０ａ内の上部から順
に昇温し、貯湯タンク１０ａの貯留する湯水全体が昇温する。発電装置温度センサー（図
示せず）が検知する水温と貯湯タンク１０ａ底部の温度センサー１７で検知する水温との
温度差が所定の温度差未満であることを制御基板９０が判断すると、発電装置循環ポンプ
８に制御基板９０が駆動電力を出力することを中止し、発電装置循環ポンプ８は停止する
。
【００５５】
（給湯運転）
外部の給湯栓４が開かれることにより給湯運転は開始する。貯湯タンク１０ａには、減圧
弁１８により減圧された給水圧が加わっており、蓄熱運転により貯湯タンク１０ａ内部の
加熱された温水は、給湯流路８２により給湯栓４に供給される。この場合に貯湯タンク１
０ａ内の貯留水の水温を温度センサー１４で検知し、この検知した水温を基に燃料燃焼方
式熱源機２０で加熱する必要の有無を制御基板９０が判断する。この判断方法の一例とし
ては、使用者が遠隔操作装置９で設定した設定温度を６０℃とした場合に、この設定温度
より温度センサー１４で検知する水温が７℃以上高い場合（６７℃以上ある場合）には、
燃料燃焼方式熱源機２０の燃焼器２３の燃焼は必要ないと制御基板９０は判断する。そし
て、給湯栓４へは貯湯タンク１０ａ内の温水が湯水混合機構１９で設定温度へ温調された
後供給される。
また、設定温度より温度センサー１４で検知する水温が４℃未満となった場合（６４℃未
満になった場合）には、制御基板９０は燃料燃焼方式熱源機２０の燃焼器２３の燃焼を開
始するように出力し、使用者側からの設定温度６０℃になるように、配管における放熱ロ
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スも考慮して設定温度よりやや高い温度を燃料燃焼方式熱源機２０の目標温度とし、熱源
機給湯温度センサー２７で熱源機出口２２付近の水温を検知して燃焼器２３の燃焼量を調
節することで、６０℃の温水を給湯栓４へ供給する。なお、実施例2においては、温水器
１内に湯水混合機構１９を備えているので、熱源機出口２２の温度を高くしてその後水道
水を混合して要求水温にするということも可能である。
【００５６】
燃焼器２３の燃焼を開始するように制御基板９０が出力する場合には、同時に制御基板９
０は循環ポンプ６０の駆動及び閉止機能付き流量調節弁３３を開くように出力し、排気部
熱交換器３０に貯湯タンク１０ａの貯留水を通過するバイパス流路８３を形成させる。こ
れにより燃焼器２３の排気より廃熱を回収し、さらには、排気部熱交換器３０を通過する
水温が４０℃以下の場合は潜熱も回収することができる。燃焼器２３を燃焼させない場合
には、制御基板９０は循環ポンプ６０には出力せず、閉止機能付き流量調節弁３３で流路
を遮断するように出力し、排気部熱交換器３０に貯湯タンク１０ａ内の加熱された温水が
通過することにより発生する放熱を防止する。
【００５７】
（暖房運転及び風呂追焚き運転）
実施例２の暖房運転及び風呂追焚き運転の動作は実施例１と同様であるので説明を省略す
る。
【００５８】
なお、実施例１及び実施例２については、閉止機能付き流量調節弁３３を備えた構成とな
っているが、閉止機能付き流量調節弁３３がない場合には第２発明の効果が発揮できない
だけであり、第１発明の効果については発揮できる。
【００５９】
以上、本発明について、実施例に基づき説明してきたが、本発明は何らこれらの実施例の
構成に限定するものではない。例えば、加熱量に不確実性を有する加熱手段は、太陽熱利
用加熱手段や、発電熱利用手段のみに限定されるものではなく、電気ヒーターにより貯湯
タンク内を直接加熱する場合でも、その電力供給の事情により、補助的に燃料燃焼方式熱
源機を別に設ける場合も考えられる。また、温水機内に貯湯タンクと燃料燃焼方式熱源機
を一体に内蔵している実施例を示したが、ケーシングを別に分けて複数のケーシングとし
、これらを配管で結ぶ方法であっても同様の効果が得られる。よって、便宜的に一体のケ
ーシングの例を示しただけであり、特許請求項の構成要件を満たす場合であれば、複数の
ケーシングに構成部材を配置する例も可能である。
【符号の説明】
【００６０】
１、２：温水器
３：集熱板
４：給湯栓
５：暖房装置
６：浴槽
７：発電装置
８：発電装置循環ポンプ
９：遠隔操作装置（リモコン）
１０、１０ａ：貯湯タンク
１１：タンク給水口
１２：タンク給湯口
１３：分岐点Ａ
１４、１５、１６、１７：温度センサー
１８：減圧弁
１９：湯水混合機構
２０：燃料燃焼方式熱源機
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２１：熱源機入口
２２：熱源機出口
２３：燃焼器
２４：熱源機流量検知器
２５：熱源機給水温度センサー
２６：熱源機熱交換器
２７：熱源機給湯温度センサー
２８：分岐点Ｂ
２９：分岐点C
３０：排気部熱交換器
３１：排気部熱交換器入口
３２：排気部熱交換器出口
３３：閉止機能付き流量調節弁
３４：中和手段
４０：暖房熱交換器
４１：暖房熱交換器入口
４２：暖房熱交換器出口
４３：熱源機出口三方弁
４３ａ：三方弁接続口Ａ
４３ｂ：三方弁接続口B
４３ｃ：三方弁接続口Ｃ
４４：暖房循環ポンプ
４５Ｈ：暖房用温度センサー
４５Ｌ：低温用暖房用温度センサー
５０：追焚き熱交換器
５１：追焚き熱交換器入口
５２：追焚き熱交換器出口
５３：追焚き循環ポンプ
５４：追焚き温度センサー
６０：循環ポンプ
６１：循環ポンプ吸入口
６２：循環ポンプ吐出口
７０：太陽熱循環ポンプ
７１：内部熱交換器
７２：ソーラー戻り温度センサー
７３：ソーラー往き温度センサー
７４：ソーラー三方弁
７５：アキュームタンク
７６：バイパス管
８０：太陽熱循環回路
８１：太陽熱バイパス循環回路
８２：給湯流路
８３：バイパス流路
８４：内部暖房循環回路
８５：内部暖房バイパス循環回路
８６：外部暖房循環回路
８７：内部追焚き循環回路
８８：内部追焚きバイパス循環回路
８９：外部追焚き循環回路
９０：制御基板
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９１：発電熱回収循環回路
９２：お湯張り手段
９３：混合弁

【図１】

【図２】



(16) JP 5317810 B2 2013.10.16

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－２３０６１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４０３４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２１５７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０５６９１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１８３９４７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｈ　　　１／００，１／１２　　　　
              Ｆ２４Ｄ　　　３／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

